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山形県立山形盲学校 

                           〒 ９９９－３１０３ 

                           山形県上山市金谷字金ケ瀬 1,111 番地 

                            電 話 （０２３）６７２－４１１６ 

                            ＦＡＸ （０２３）６７２－４１１７ 

 

１ 入学定員 

   普 通 科 （３年課程）  若干名 

   保健理療科 （３年課程）  若干名 

 

２ 志願資格 

  次の（１）（２）の要件を満たす者 

（１）次のいずれかに該当する者であること 

  ① 令和８年３月に特別支援学校の中学部、中学校又は義務教育学校を卒業見込みの者若しく

は中等教育学校の前期課程（以下、「中学校」という。）を修了（以下、「卒業」という。）

する見込みの者 

  ② 中学校又は特別支援学校の中学部を卒業した者 

  ③ 中学校又は学校教育法等の一部を改正する法律（平成１８年法律第８０号）第１条の規定

による改正前の学校教育法に基づく盲学校、聾学校及び養護学校の中学部を卒業した者 

  ④ 学校教育法施行規則第９５条の各号のいずれかに該当する者 

（２）視覚障がいの程度が、以下に示す学校教育法施行令第２２条の３に該当する者 

両眼の視力がおおむね０．３未満のもの又は視力以外の視機能障害が高度のもののうち、拡

大鏡等の使用によっても通常の文字、図形等の視覚による認識が不可能又は著しく困難な程度

のもの 

 

３ 進路等教育相談  

  志願にあたっては、令和７年１０月１０日（金）までに志願者、保護者及び学校関係者（既卒

者の場合はこの限りでない）が来校し、進路等教育相談を必ず受けること。 

 

４ 出願手続き 

  志願者は、下記（１）の①～⑤に示された書類を、現に在籍し、又は卒業した中学校若しくは

特別支援学校の校長を経由して、山形県立山形盲学校長に提出すること。 

  卒業した中学校又は特別支援学校の校長を経由できない場合は、本人が直接山形県立山形盲学

校長に提出すること。 

 入学願書用紙・眼科診断書用紙の送付を希望される場合は、角形２号封筒に１４０円分の切手

を貼り、受け取る者の住所、氏名を記した返信用封筒を同封のうえ申し込むこと。 

 

 

 

普 通 科 

保健理療科 
高等部 入学者募集要項 



（１）提出書類 

  ① 入学願書（用紙は本校指定のもの） 

  ② 出身学校の調査書（公立高等学校出願に準ずる）、又は卒業証明書（過年度卒業者のみ）

※厳封のもの 

  ③ 眼科診断書（用紙は本校指定のもの、又は本校で指定する項目の記載されたもの） 

 ④ 受検票送付用封筒 

長形３号封筒に４６０円分の切手（送料１１０円及び簡易書留料金３５０円）を貼り、

受け取る者の住所、氏名を記入したもの 

  ⑤ 選考結果通知書等用封筒（親展扱い） 

長形３号封筒に４６０円分の切手（送料１１０円及び簡易書留料金３５０円）を貼り、

受け取る者の住所、氏名を記入したもの 

（２）受付期間及び受付時間 

  ① 受付期間は、令和８年１月６日（火）から１月１３日（火）までとする。 

 ② 窓口受付時間は、午前９時から午後４時までとする。  

 ③ 郵送による場合でも締め切り日時までに必着とする。なお、書留郵便とすること。 

（３）志願の取消し 

   志願者が志願を取消す場合は、志願者の在籍又は出身学校長が令和８年１月３０日（金） 

１７時まで電話等で連絡した後、「志願取消届」を山形県立山形盲学校長に速やかに公文書で

提出すること。（様式自由） 

   卒業した学校の校長を経由できない場合は、本人が令和８年１月３０日（金）１７時まで電

話等で連絡した後、「志願取消届」を山形県立山形盲学校長に速やかに文書で提出すること。

（様式自由） 

（４）その他 

  ① 本校を志願する者は、他の公立高等学校や都道府県市立特別支援学校との併願はできない。 

  ② 県外から志願する者は、その県内の高等学校や特別支援学校に志願しない旨の在籍中学校

の校長等の証明書を添え、受け入れ区域外特別支援学校志願許可願（様式第１号Ａ）を本県

教育委員会教育長に１部提出し、その許可証を入学願書に添付すること。 

 

５ 選考方法 

  選考の方法は以下の項目を総合的に検討し、入学者を判定する。 

（１）普通科単一障がい学級 

  ① 学力検査：国語、社会、数学、理科、外国語（英語） 

  ② 面接 

  ③ 調査書又は卒業証明書等の内容 

（２）普通科重複障がい学級 

  ① 活動、行動等の観察：コミュニケーション能力、環境認知・移動能力、手指機能・作業能

力、国語・数学に関する内容 

② 面接 

③ 調査書又は卒業証明書等の内容 

（３）保健理療科 

① 学力検査：国語、社会、数学、理科、外国語（英語） 

② 面接 

③ 調査書又は卒業証明書等の内容 



６ 選考日時等 
（１）選考日  令和８年２月１３日（金） 
（２）会 場  山形県立山形盲学校 
（３）開場時刻 午前８時３０分 
（４）日程及び内容 
 
① 普通科単一障がい学級・保健理療科受検者  ② 普通科重複障がい学級受検者 
 

教 科 等 時    間  教 科 等 時間 

受   付 ８：３０～  ８：４５  受 付 ８：３０～  ８：４５ 

説   明 ８：５５～  ９：０５  朝の会（説明を含む） ８：５５～  ９：０５ 

国   語 ９：１０～１０：００  作業活動 ９：０５～  ９：３０ 

数   学 １０：１０～１１：００  終わりの会 ９：３０～ ９：４０ 

社   会 １１：１０～１２：００  面接 ９：４５～ 

昼   食 ～１２：４０    

理   科 １２：４０～１３：３０    

外 国 語 
( 英 語 ) 

１３：４０～１４：３０ 
   

面   接 １４：４０～    

 備考：公共交通機関を利用し、受付時間前に会場に着く場合は、事前に申し出ること。 

 
（５）携行品 
  ① 受検票、上履き、昼食（重複障がい学級受検者を除く） 

② 活字による受検者 
筆記具、必要に応じた視覚補助具（拡大読書器を持ち込む場合は画像等の記録機能がない機
器若しくは本校にて画像等の記録が消去されていることを確認された機器）※本校の据え置
き型拡大読書器の貸し出し可 

  ③ 点字による受検者 
点字盤又は点字タイプライター、そろばん 

④ 普通科重複障がい学級受検者 
筆記具又は点字盤、点字タイプライターのいずれか、必要に応じた視覚補助具（拡大読書

器を持ち込む場合は画像等の記録機能がない機器若しくは本校にて画像等の記録が消去され
ていることを確認された機器）※本校の据え置き型拡大読書器の貸し出し可 

（６）その他 
  ① 点字で受検する者又は視覚補助具を使用して受検する者は、入学願書の所定の欄にその旨

を記すこと。 
  ② 特に配慮が必要な受検者については、障がいの状態に応じて選考を実施する。 
 
７ 入学者選考に係る手数料 
  徴収しない 
 
８ 選考結果の発表 
（１）日 時 
   令和８年２月２６日（木） 正午 
（２）方 法 
     本校玄関に合格者の受検番号を掲示する。また、在籍又は出身学校長に通知するとともに、

志願者に選考結果通知書を送付する。ただし、卒業した学校を経由しない志願者には本人のみ
に通知する。 

 
９ 個人情報（学力検査の教科別得点）の提供 
    個人情報の提供については、入学願書の所定の欄（個人情報提供希望の有）に○印を記入する
こと。 

  提供希望者には、選考結果通知書とともに送付する。 

 
 



10  追検査  
（１）対象者 
   志願者のうち、次の①～②のいずれかに該当し、２月１３日（金）実施の本検査の受検がで

きず、追検査の受検を希望する者。ただし、本検査を一部でも受検した者は、原則として追検
査の対象とはならない。 
① インフルエンザ等の感染症に罹患するなどし、本検査を受検できない者。 
② 真にやむを得ない理由により、本検査を受検できない者。 

    ※インフルエンザ等に罹患していても、本検査日に受検を希望する者は、別室受検を実施

する。 
（２）受検の手続 

① 追検査の受検を希望する者は、次のア～イの連絡等を行う。 
   ア 本検査が受検できないと判明したら、速やかに在籍又は出身学校長に連絡する。 

イ 上記（１）①の場合、医師の診断書を、上記（１）②の場合、本検査を受検できない理
由を証明する書類を、在籍又は出身学校長が定める期日まで在籍又は出身学校長に提出す

る。 
  ※既卒者は保護者等が、アについては本校に連絡、イについては本校に提出する。 

  ② 受検の許可については、２月１７日（火）までに、在籍又は出身学校長を通して志願者に
連絡する。 

     ※既卒者には、本人または保護者等に連絡する。 
（３）追検査の内容及び日程等 

① 追検査の内容について 
追検査の内容は本検査の内容から校長が定める。 

② 検査日程 
・令和８年２月２０日（金） 
・追検査の日程の詳細については、別途、本校（山形県立山形盲学校）より通知する。 

③ 検査会場 

検査会場は、本校（山形県立山形盲学校）とする。 
 
11 入学者説明会 

合格者への入学者説明会を令和８年３月１８日（水）に行う。入学者は保護者（保証人）同伴
で参加すること。（詳細については選考結果の発表後に通知する。） 

 

12 入学辞退 
  入学を辞退する者がある場合は、在籍者については在籍校の校長が速やかに電話等で連絡した
後、「入学辞退届」を山形県立山形盲学校長に、令和８年３月６日（金）まで、公文書で提出す
ること。（様式自由） 

  既卒者については、本人が電話等で速やかに連絡した後、「入学辞退届」を山形県立山形盲学
校長に、令和８年３月６日（金）まで、文書で提出すること。（様式自由） 

 
13 入学後の必要経費等 
（１）授業料   徴収しない 
（２）経費の概算（別途集金） 
  ① 学習に係る経費 
        年額 普通科 ３０,０００円程度 保健理療科 ７,０００円程度 

  ② 修学旅行に係る経費（普通科のみ） 積立計１１０,０００円程度 
  ③ 給食費等（年額概算） 
    学校給食費（昼食）７０,０００円程度 寄宿舎食費（朝、夕食）１５０,０００円程度 
（３）就学に対する公費の補助 
   就学奨励に関する法律によって、該当者世帯の所得の状況により、教科用図書費、学校給食

費、寄宿舎食費、帰省費等について、国及び県より補助がある。 

 
14 その他 
（１）検査会場の下見は、令和８年２月１２日（木）午後３時から午後４時までとする。ただし、

下見の際、校舎内に入ることはできないが、校地内に立ち入ることはできる。 
（２） 進路等教育相談及び出願手続き等に係る不明な点については、直接本校に問い合わせること。 
  （TEL ０２３－６７２－４１１６   FAX ０２３－６７２－４１１７ 教頭まで） 


